
計画期間中の主な取組 

◆労働者数 ３，１２６人（うち女性 １，６９３人）     ◆計画期間 平成２１年１０月１日から平成２６年９月３０日 

 

［両立支援に関する制度］ 

○ 育児所定外労働の免除は、子が小学校就学前まで取得できます。 

○ 育児短時間勤務の制度は、子が小学３年生まで取得できる制度と 

しています。また、利用できる短時間勤務の時間帯について選択肢を 

増やし柔軟に対応しています。 

 

[年次有給休暇の取得促進のための取組] 

○ 年次有給休暇の取得促進のため、各店舗での研修等で取組を周知 

しています。 また、所属別取得率や、啓発文書を電子通達掲示板に掲載 

し、連続休暇、シーズン休暇の完全実施を推進しています。 

 

[所定外労働削減のための措置] 

○ ３０分早帰りキャンペーンと「水曜日」と「第二金曜日」の定時退行 

を励行しています。 

 

［次世代を担う子どもの健全育成に資する取組み］ 

○ 金融教育を目的として、職場体験学習や親子体験学習など年間３回 

以上イベントを開催しました。 

 

[育児休業取得状況] 

○ 計画期間中に、女性労働者１４０名、男性労働者３名が育児休業を 

取得しました。 

企業からひとこと 

当行では仕事と家庭を両立させ、女性が

活躍できる職場をめざして、「育児休業

復帰応援セミナー」の開催、「ワーク・

ライフ・バランス相談窓口」の設置等 

職場環境の整備や制度の充実を図って

まいりました。今後も職員の仕事と家庭

の両立支援に積極的に取り組んでまい

ります。 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次次世世代代育育成成支支援援対対策策推推進進法法にに基基づづくく認認定定企企業業  
香香川川県県内内第第２２８８号号  ((平平成成２２６６年年１１１１月月４４日日認認定定決決定定    ２２回回目目のの認認定定))  

株株式式会会社社  百百十十四四銀銀行行((高高松松市市))  
 企業が次世代育成支援対策推進法に基づき、労働者の仕事と 

子育ての両立を支援するための行動計画を策定し、一定の要件 

を満たした場合に、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣 

（都道府県労働局長へ委任）の認定を受けることができます。 

 

認定を受けると、次世代認定マーク（愛称：くるみん）を自社 

の商品やその広告、企業の封筒や名刺、ホームページ、求人広告 

等に使用することができます。 

一般事業主行動計画の取組・認定申請等については 

香川労働局雇用均等室（ＴＥＬ０８７－８１１－８９２４） 

〒７６０－００１９    高松市サンポート３－３３ 高松サンポート合同庁舎 
   香川労働局 ホームページ  http://kagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ 

認定マーク「くるみん」 

育児休業復帰応援セミナー 
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